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Ⅰ は じ め に

筆者はこれまで平均年 1～2回の割合で，タイを中心とする東南アジア各国にて企業

行動に関する現地調査を続けてい
1

る。タイにおける日系企業に関する先行研究は多い

が，筆者はその中でも日系中小企業のファイナンスに関する研究を続けてきた。製造業

における BOI（The Board of Investment of Thailand，投資委員会）からの税制優遇等に

ついては同国では整備されているものの，同国における日系中小企業に対する金融支援

は，後述のとおり 2010年あたりからその動きの活発さがみられる。このような金融支

援は中小企業のタイへの進出の増加に伴うものであり，また投資委員会や金融支援がさ

らに同国への企業進出を促すものと考えられる。しかしそのような諸制度に加え，さら

に指摘すべきことが，中小企業の活動を支えるインフラである。

本稿ではタイにおける日系の裾野産業の多さに注目し，また裾野産業の多さに加え日

本人による起業，会社設立が多いことにも着目した上で，それらを含んだ日系企業群全

体の昨今の金融事情をまとめた。特に先行研究で述べられてきた中堅企業，大企業を対

象とした内容ではなく，中小企業，さらにはそれら中小企業の進出を支える存在として

の零細事業者という捉え方の上で，それらへの支援について，これからの金融支援のあ

り方を述べるものである。

政策機関や日本に親会社をもつ現地子会社へのインタビュー調査では，「日系企業は

日系企業と取引をする傾向がある」という話をよく聞く。これは「日本人は日本人とビ

ジネスを行う」ということにも通じる。さらにこれまでの調査の中で，日本人による起

────────────
１ 2007年より日系企業の経営行動，特にファイナンス面に注目して調査を行っている。また 2011年より
タイ国立タマサート大学東アジア研究所の協力のもと，現地駐在員へのインタビューを通じたグローバ
ル産業人材の育成に関する調査なども行っている。
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業，つまり日本に親会社をもたない会社設立や個人事業者については，比較的，日本人

の生活インフラを支える事業を行う割合が高いことが確認された。具体的には裾野産業

を中心とする日本人駐在員の生活インフラを支援するビジネスであ
2

る。

タイにおける日本企業の進出時期は，1985年のプラザ合意を 1つの起点とみること

ができる。1960年代から安価な人件費や国内の労働力不足によりタイ進出の傾向がみ

られたものの，プラザ合意による固定相場から変動相場への変更により急激な円高への

対応策として，日本のより多くの製造業が ASEAN 地域，および中国を生産拠点として

位置付けはじめた。

1997年に起こったアジア通貨危機により，一時は進出傾向に鈍化がみられたが，近

年の更なる円高の進行も重なり，再び 2000年代から現在に至るまで増加傾向となって

いる。進出企業の一部が加入するバンコク日本人商工会議所会員企業数は，2002年ま

での 1200社弱の横ばいで推移していたが，2003年から 2011年まで一貫して増加し

2011年には 1300社を超えた。

一方，タイからみた外資の進出状況においても，BOI 認可ベースにおいて，他国と

比較して日本が突出している（第 1表）。

JBIC（Japan Bank for International Cooperation，国際協力銀行）の調査によれば，日本

企業がタイに進出する理由は第 2表のようになっている。またジェトロバンコク事務所

によると，市場の大きさ，近隣の東南アジア諸国をみた場合にその中心に位置するこ

と，幅広い分野で産業が集積していることといった第 2表の 1位および 3位，4位，5

位と同様の理由に加え，日系企業による進出の歴史の長さを挙げており，2位の理由と

なっている安価な労働力の魅力は薄れてきているとする。そこに近年の円高，貿易自由

協定による海外拠点の集約，世界経済の悪化による国際拠点の見直しがタイ進出の後押

しをしているとい
3

う。

────────────
２ 生活インフラ関連ビジネスを行なう事業者についてはバンコク日本人商工会議所登録事業者だけでも相
応の数が存在する。

３ ジェトロバンコク事務所ヒアリング（矢島洋一氏），2012年 3月。

第 1表 金額ベースによる国別の BOI 投資認可割合

2009年 2010年 2011年

日本 41.5％ 35.9％ 57.1％

シンガポール 10.3％ 6.9％ 9.0％

中国 4.9％ 6.2％ 6.1％

全体（百万バーツ） 142,077 279,233 278,447

出典：ジェトロバンコクセンター資料 2012年版より 2011年度の上位 3国を抜粋
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今後も日本企業の海外進出は増加すると推測される。しかしその増加理由は 1960年

代，1985年代以降とは大きく異なり，また近年のものとも若干の変化を伴う。日本国

内市場の急速な市場の縮小は，もはや企業の成長を目的とした海外展開から生き残りを

かけたものになっている。特に中国，韓国，台湾の企業による価格を中心とした競争相

手に対し，技術水準，品質での差異化が追い付かず，開発，製造の両面において海外移

転による国際競争力の強化が求められるからである。

第 2表の理由と 2．（1）に記載する海外拠点の集約，国際拠点の見直しの流れを含

み，さらにはチャイナリスクを懸念する日本企業にとって，近年，タイは中国とは異な

る重要さを増している。

Ⅱ 在タイ中小企業と生活インフラ産業事業者

1 中小企業のタイへの進出

1994年に ASEAN（東南アジア諸国連合）諸国の首脳会議で合意された AFTA（ASEAN

Free Trade
5

Area）では，一部を除く主要貿易品目の同域内関税を 0～5パーセントに引

き下げることで合意した。これは NAFTA, EEA に対抗するためのもので，最終的には

全品目の関税の撤廃を目指すとされる。2010年には ASEAN 中国 FTA に拡大してい

る。その他，ASEAN インド FTA が予定されるなど，検討中の地域を含め，経済統合

は ASEAN を中心とした広がりの可能性をみせている。

この経済統合の動きは，東南アジア域内に拠点を既に置いている，または置こうとし

ている企業に，それを見越した海外拠点の集約，国際拠点の見直しの動機を与えた。そ

して日本企業は政情などのリスクを伴う東南アジアおよびその周辺地域から，タイへと

拠点を移す，またはタイに新規に拠点をもつこととなる。近年ではこのようなタイにお
────────────
４ JBIC 2011年度製造業海外投資アンケート結果より。タイを「投資有望国」と回答した企業が，有望理
由として挙げた項目（複数回答）。

５ 1993年，タイ，シンガポール，インドネシア，マレーシア，ブルネイの 6カ国で発効した。1995年に
ベトナム，1997年にラオス，ミャンマー，1999年にカンボジアが加わった。

第 2表 日本企業がタイに投資する理
4
由

1位 現地マーケットの今後の成長性 58.5％

2位 安価な労働力 41.5％

3位 組み立てメーカーへの供給拠点 33.3％

4位 第三国輸出拠点として 33.3％

5位 現地インフラが整備されている 28.3％

出典：JBIC 2011年度製造業海外投資アンケート結果
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ける地域統括機能と共に，研究開発体制も強化している。タイは先の第 2表で 1位とな

った進出理由である現地マーケットの今後の成長性，つまり中間層の拡大による成長途

上の国内市場は既に十分に魅力的であり，加えて今後に急成長が期待される周辺国の新

興市場へのアクセスの良さももつ。

海外進出は中小企業の戦略としても欠かせないものとなっている。太田（
6

2004）は，

中小企業のアウトソーシング・ネットワークに注目している。IT の進展により，グロ

ーバル・ネットワークが中小企業でも構築されている現在，自動車や電気産業における

主要な企業は海外へ直接投資を実施・展開していることを指摘した。日系企業の自動車

や電気関連産業の進出先は，東南アジアの中でもタイが特に多い。

また BOI はタイの産業技術力を高め，インフラや地方経済の発展に寄与する産業に

は投資優遇をしており，具体的には製造業は歓迎とされる。投資奨励法により，7種の

投資奨励業種に属している場合は 100％外資の会社で操業が可能になっている。これに

より自動車や電気関連産業にとっては，特に同国に進出する動機となっ
7

た。一方でサー

ビス産業には外国人事業法により，外資の参入規制が存在し，日系企業は 50％以上の

出資割合で事業を行うことができな
8

い。

最終製品メーカーに対し，その組み立てに必要な部品や資材を供給する企業群は裾野

産業と呼ばれる。裾野産業は最終製品メーカーの現地活動において必須のものである。

先述の日本企業の海外拠点の集約，国際拠点の見直しの動きは，この裾野産業にも影響

を与える。自動車，電気・電子産業では，特に裾野産業の企業が数多く存在し，その数

は 1次仕入れ先の 10倍以上にも及ぶ 2次，3次産業が存在するとされる。例えば自動

車産業では 1次仕入れ先が 150社，2次，3次下請け先では 1800社といわれ
9

る。このよ

うな多重にわたる調達関係で結ばれた企業群は，最終製品メーカーを頂点とし，数多く

の中小，中堅企業で構成される。多重にわたる仕入れ先とされる企業群が構成される過

程では，多くの場合，主要取引先の要請が，企業にとってその進出の意思決定に影響を

与える。

しかしタイへの進出においては，日本国内の工場建設や拠点事務所の開設とは異な

り，立地や人の雇用など基本的な情報においても，多くの障害が存在する。このような

場合，北嶋（
10

2004）は，アジアとの相互作用を重視する協働モデルとの前提で，「日本
────────────
６ 太田進一『総合政策科学と経営政策論』同志社商学第 56巻第 2・3・4号，2004年，140ページ
７ 1類「農業および農産品からの製造業」，2類「鉱山，セラミックス，基本金属」，3類「軽工業」，4類
「金属製品，機械，運輸機器」，5類「電子，電気機械産業」，6類「化学工業，紙及びプラスチック」，7
類「サービス，公共事業」である。

８ この場合，日系金融機関の傘下にあるタイ資本 100％扱いとなる投資会社から出資を受け入れるなどの
方法をとることがある。

９ ジェトロバンコクセンター資料 2012年版。
１０ 北嶋守「アジア規模のモノづくりの進展と国内産業集積の再構築」『アジア新時代の中小企業』同友館，

2004年，50−51ページ，リンケージの例として，日本とアジアに存在する企業，現地法人間の原材 �
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中小製造業がアジア地域との国際取引や多様な連携を図りながら，如何にしてビジネス

機会を獲得しうるか」が進出企業の主要な目的とし，進出要請を受けた親企業（主要取

引先）が存在する場合は，「親企業からの指導や現地企業等に関する情報提供が自社の

アジア展開に向けた意思決定段階において重要な意味をもつ」とする。さらに「日本国

内及びアジア地域双方の産業集積地に位置する企業グループや公的支援機関が種々のリ

ンケージを活性化させる媒介機能としての役割を如何に果たしうるかが重要な鍵」とす

る。

このような機能を果たす代表的な公的支援機関では，JETRO（Japan External Trade Or-

ganization，日本貿易振興機構）が存在する。同機関では，輸出販路開拓，海外進出先

での支援，海外ビジネス情報の提供など，中小企業を中心とする日本企業の海外ビジネ

スを支援の他，各国・地域の経済・貿易投資・産業動向，法制度情報等を調査・分析・

提供し，日本企業のグローバルな事業展開や経営判断などの材料を提供している。本研

究においても，これまで複数回，タイの JETRO にて，マクロな経済動向とミクロの分

析資料の提供や，同国における時事経済事情，ならびに最新の日系企業の動向の情報を

受けてきた。

日本の地方自治体やその関係機関，大学による，中小企業の海外進出支援も盛んであ

る。日本の地方自治体やその関係機関では，海外進出セミナーと題し，日本において現

地情報の概要を知る機会を設け，また企業の海外駐在経験者による相談などを受け付け

ている。地域の大学が主催する，東南アジア諸国の誘致担当者や有識者を招いた講演や

シンポジウムでは，その地域における日本を含めた外資の進出状況や自治体レベルの今

後の方針と具体的取り組みを知ることができる。これらのセミナーや相談等において注

目すべき点が，コンサルタント，コーディネーターと呼ばれる存在である。彼らはまた

その経験とノウハウを活かし，これから海外に出ようとする中小企業等に対し，立地選

定から顧客とのマッチングに至るまで行っており，その活動内容は様々である。

このように日本から距離がある異国で，日本国内と勝手が全く異なる場所では，現地

にて多重にわたる企業群の一部として活動することが必要である場合はもちろん，販売

先の開拓目的においても，その実現においては親企業（主要取引先）や企業グループ，

公的支援機関，コンサルタントによる情報提供をはじめとした媒介機能としての役割が

必要不可欠であることがわかる。

2 日本企業の進出を支える生活インフラ産業事業者

第 2表の日本企業がタイに投資する理由において，「現地インフラが整備されている」

という回答が 5位に位置している。インフラとは産業や生活の基盤を指すため，もちろ
────────────
� 料・部品の輸出入，情報収集，アジア地域の大学，研究機関との共同研究等の連携などを挙げている。
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ん都市化に関する交通や通信なども含むが，日系企業が海外にて活動を行うにあたりそ

の生活インフラ産業も必要であ
11

る。日系企業の活動には現地駐在員の確保が欠かせな

い。特に多くの日系企業では，ごく少数の日本人駐在員が現地子会社を運営する役割を

担っており，圧倒的な多能性が求められている。その現地駐在員の労働環境の維持は海

外に展開する日系企業にとって必須であり，その意味から生活インフラを支える事業者

も広義で裾野産業的役割を担うと考える必要がある。

Ⅲ 在タイ日系企業におけるファイナンスの現状

1 タイにおける日系中小企業のファイナンス

金融制度全般としては，タイの商業銀行では 1990年代に金融自由化が進む中，融資

対象を非製造業から製造業へと向けた。1997年に始まった通貨危機を経て，過度な負

債のファイナンスへの依存からの脱却を目指した証券市場改革が行われたが，日系企業

の資金調達には十分に寄与してこなかっ
12

た。

昨今ではタイにおける日系企業の資金調達手段として，まず日系商業銀行，タイの商

業銀行，ならびに政府系機関による支援が挙げられる。しかし政府系機関による支援

は，日本の親会社に対するものが主となり，またタイの商業銀行との取引は有担保が前

提とされている。さらに融資相談から融資申し込みまでの手続きが 30日から 45日とさ

れるものの，書類の準備を借り手側が行わねばならないことや，金利の高
13

さ，資本構成

におけるタイ側の割合などから，実現には困難がある。よって主に日系商業銀行の融資

が第一の選択肢となる。

他にリースによる資金調達が存在する。タイにおいては従来，ファイナンスリース主

体であったが，オペレーティングリースが認知されつつあるとい
14

う。リースでは日本と

同様に損金算入等の効果があるほか，タイにおいては加速償却効
15

果や親会社の保証が不

要な場合があること，金利変動リスクの回避，BOI の恩恵を受けた物件もリースが可

能などのメリットが存在す
16

る。
────────────
１１ ここでいう生活インフラ産業とは，住居関連産業，日本食を中心とする飲食産業，娯楽レジャー産業，

教育産業，金融産業，医療関連産業，旅行産業，通信産業など，日本人旅行者を対象としたビジネスで
はなく，現地で勤務する日本人駐在員の生活を支援するビジネスのことである。

１２ 寺西重郎，福田慎一，奥田英信，三重野文晴『アジアの経済発展と金融システム（東南アジア編）』2008
年，東洋経済新報社 37−62ページ。

１３ MOR（Minimum Overdraft Rate）or MLR（Minimum Lending Rate）＋スプレッドで金利が確定されるが，
6％前後とされている。

１４ タイ資金調達ガイドブック，日本貿易振興機構バンコクセンター資料。
１５ リースの期間を法定耐用年数より短くすることで，償却を早めることである。インタビュー調査による

と，BOI の法人税免除期間を過ぎてからは特にメリットになるということであった。
１６ 親会社から対象物を仕入れ，一旦リース会社に売却し一時的な資金を得て，分割してリース会社に料金

を支払う，リースバックを資金調達の 1方法とする企業も存在する。
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このような昨今の制度を踏まえ，次節に示すとおり在タイ日系企業の資金調達に関

し，過去に調査を行った。

2 日系企業のファイナンスの現状

在タイ日系企業におけるファイナンスの現状を把握するため，現地日系企業，金融機

関，政府系機関等に対し，2007年から 2009年にかけて 3回に分けて調査を行った。こ

れらの質的調査による聞き取りをもとに，2009年 9月に 1252の在タイ企業に E-mail

による量的調査を行い，最終的に 114通の回答を得た（回答率 9.1％，不着 311通を除

く実質返信率 12.1％）。

これらの調査から抽出した課題は，日本では主に中堅企業，大企業に分類される親会

社をもつ在タイ日系企業はいわゆる親子ローンによるファイナンススキームで事業活動

を行っていた。しかし在タイ日系中小・ベンチャー企業においては担保力，信用力不足

等の理由で同スキームの構築が難しいというものであった。

そのような在タイ日系中小・ベンチャー企業の主な要望は，「大企業だけでなく中小

企業への助成金制度，資金調達補助（低利融資）」「中小企業投資育成制度（政府機関の

投資参加）」「無担保の融資・運転資金融資」等である。これらは日本国内の中小企業金

融政策では既に実行されているが，現地では享受できていない実態が明らかとなった。

そこで竹本（
17

2010）では「日系中小企業に対し，日本で行われている信用保証制度等の

タイでの適用制度」の提言を行った。

つまり中小・ベンチャー企業がタイに進出する要件として，現地にて低コストで資金

調達ができるようになることが一つの課題であり，日本国内で活動することと同程度の

支援策が求められている。

3 生活インフラ産業事業者のファイナンスの現状

2011年 8月ならびに 2012年 3月には，「日系中小・ベンチャー企業に加え，日本人

により設立された現地法人である中小・ベンチャー企業，個人事業者」（以下，「日系中

小企業等」とする）等も加え，聞き取り調査を行った。在タイ日本人により設立された

現地法人では，当然のことながら日本に親会社をもたない。よって親子ローンによるフ

ァイナンススキームを組むことができない。その多くが経営者個人の自己資金により事

業を開始し，継続している。しかしその資金が一時的に不足した場合，廃業につながっ

た例も少なくない。

ここには在タイ日本人にとって，タイの金融制度に対する心理的抵抗を含む利便性の
────────────
１７ 竹本拓治「中小・ベンチャー企業の東南アジア進出に関する政策支援について～政策金融の視点から

～」『中小企業政策の再検討』同友館，2010年，126−127ページ。
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問題が存在する。証券市場からの資本調達には規模の問題が存在し，負債調達において

は借り入れが出来たとしても，日本に比べてその額が制限されることや金利が高いこと

が挙げられる。

この点における問題提起は明確である。日系中小企業等をなぜ支援する必要があるの

かについて，裾野産業の充実が更なる企業進出を促すと同時に，それらの集積が現地日

系企業同士，ならびに日本企業の競争力強化につながるからである。

生活インフラ産業の特殊な例としては，主に飲食産業や教育産業にその一部がみられ

る。それはタイ企業と連携し事業を展開する場合である。このような企業はノウハウを

現地企業に提供し現地企業が展開する場合が多い。よって日系中小企業等ではないた

め，ここでは議論の対象外とする。

4 日系企業，生活インフラ産業事業者のファイナンスと意義

様々なコスト高，内需低迷の問題等を含むわが国の事業環境下において，日本企業の

海外移転は現在も続いている。第 1図，第 2図にみられるように，2009年 9月に調査

した結果では，製造業，非製造業を合わせ，生産拠点だけでなく，販売拠点としての重

要性も増している。また非製造業においてはベンチャービジネスのスタートとしての割

合の高さが目立つ。

特に現インラック政権では，2012年 8月現在，労働者の最低賃金の底上げを政策と

して掲げている。今後のタイ経済は内需の上昇が見込まれ，それに伴う消費市場として

の魅力が一層増し，販売市場としての新たな企業進出が見込まれる。

第 1図 日系企業のタイ進出の動機（非製造業）

2009年 9月アンケート調査／e メールによる（送信 815通中回答 81通，複数回答可）
＊複数回答を可としているため，複合要因による回答は双方にカウントしている。

第 2図 日系企業のタイ進出の動機（非製造業）

2009年 9月アンケート調査／e メールによる（送信 437通中回答 33通，複数回答可）
＊複数回答を可としているため，複合要因による回答は双方にカウントしている。
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また日本の中小企業には，中小企業でありながら世界市場において高いシェアを誇る

企業も数多く存在する。それらの中小企業においては海外移転がリスクヘッジとしての

意味をもつ。昨年の東日本大震災にみられるように，日本の高い技術が一か所に集中す

ることは，そこに何かのトラブルが発生した場合，その技術に関連する製品すべての生

産がストップしたことは記憶に新しい。これはバンコク北部のナワナコン工業団地にお

ける 2011年 9月の洪水被害例においても同様のことがいえる。

タイが近隣の東南アジア諸国を含み，従来の生産拠点としてだけでなく，消費（販

売）市場の拠点，生産拠点移転のリスクヘッジとしても重要性が高まる中，日本ブラン

ドのタイにおけるマーケティング支援や生産拠点の移転支援にも注目する必要がある。

タイは生産拠点として見た場合，近隣諸国に比べ人件費が決して低くはなく，また長

期的な販売拠点として見た場合も，少子高齢化の進み具合が早いことは種々のデータが

示すとおりである。しかしそのようなデータに対し，企業規模の大小にかかわらず，タ

イが日本企業にとって移転先，進出先として選ばれる理由は，地理的条件や現在の市場

の大きさに加え，2（2）で記載のとおり，生活インフラの整備という広い意味での裾野

的産業の存在が挙げられ，そのことによる現地駐在員，ひいては日本企業にとっての活

動のしやすさにある。特に 2011年 8月ならびに 2012年 3月の調査では，在タイ日本人

による中小・零細企業において，日本人駐在者の生活支援ビジネスを営む会社が比較的

多いことがわかった。

以上から，そのようなインフラ的役割を広く担っている日系中小企業等が活動できる

基盤作りとして，海外に展開する日系中小企業等に対し，ファイナンス面における日本

政府の支援は高い価値をもつといえる。

Ⅳ 金融支援の現状と提言

1 日系中小企業に対する金融支援の動き

2010年 12月より，政府は日系中小企業に対するファイナンス支援の強化に動き出し

ている。金融庁，財務省，経済産業省は，日本国内の金融機関と JBIC, JETRO を連携

させ，中堅・中小企業のアジア地域等への進出支援体制の整備と強化を行う方針を決定

し
18

た。当内容は，これまでの日本政策金融公庫等を通じた運転資金の支援策に加え，以

下の 3つの内容を柱としている。

①日本国内の金融機関が JETRO の各拠点に職員を派遣し，相互に情報共有を図るとと

もに，連携して在タイ中堅・中小企業に対し情報提供や相談等の支援を行う。
────────────
１８ 情報開示日 2010年 12月 21日，金融庁ホームページ，http : //www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101227−7/

01.pdf（2012/4/21）
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②日本国内の金融機関が把握した企業のニーズ等を踏まえ，JBIC が海外の現地金融機

関と覚書を締結し，現地金融機関内の日系企業担当窓口に日本国内の金融機関が職員

を派遣し，在タイ中堅・中小企業に対し情報提供や相談等の支援を行う。

③JBIC と日本国内の金融機関が連携して，JBIC が現地金融機関等に融資等を行い，日

本国内の金融機関は現地金融機関に保証を供与する。

この発表を受け，2011年 5月に JBIC はカシコン銀行（Kasikorn Bank）との業務協

力のための覚書に調印し，同金融機関との連携による日本の中堅・中小企業のタイへの

進出支援体制の整備を発表し
19

た。さらに 2012年 4月には，JBIC がカシコン銀行と，日

本の地域金融機関を通じた在タイ中堅・中小企業のタイ進出支援体制の整備に関する覚

書を調印し
20

た。これは日本国内の金融機関 11
21

行の融資部分に対しては，JBIC が保証を

供与するというものである。同支援策については，竹本（
22

2010）における提言内容に極

めて近いものであ
23

る。

これら一連の金融支援の動きがカシコン銀行を通じて具体的に実行に移されれば，日

系中小企業にとっては，ファイナンス面での問題の解決に大きく寄与する。一方で生活

インフラ産業を担う，広義の裾野産業的な事業者までの支援までには至っていない。

2 広義の裾野産業的な事業者を含めた日系中小企業等への金融支援スキームの提言

日系中小企業等を支援するスキームとして，日本で活動する中小零細企業と同程度の

支援が望まれる。具体的には，「日本企業の進出支援を支えるインフラ的役割をもつ企

業」の認定制度を確立
24

し，その認定を受けた企業に対し投融資を行うといったものであ

る。このイメージは日本における中小企業新事業活動促進法に近い。

最終製品を作る企業の下に，何層にもわたる多くの裾野産業が存在することは既に触

れたとおりである。部品調達関係ではないことから，それらに比べて数は多くないもの

の，それら裾野産業に属する企業を支えている存在が日本企業の進出支援を支えるイン

フラ的役割をもつ企業である。

────────────
１９ 情報開示日 2011年 5月 30日，JBIC ホームページ，http : //www.jbic.go.jp/ja/about/press/2011/0530−01/in-

dex.html（2012/4/21）
２０ 情報開示日 2012年 4月 19日，JBIC ホームページ，http : //www.jbic.go.jp/ja/about/press/2012/0419−01/in-

dex.html（2012/4/21）
２１ 株式会社三菱東京 UFJ 銀行を幹事行とし，株式会社北都銀行，株式会社荘内銀行，株式会社東邦銀行，

株式会社八十二銀行，株式会社静岡銀行，株式会社京都銀行，株式会社中国銀行，株式会社広島銀行，
株式会社福岡銀行，株式会社肥後銀行を指す。

２２ 前掲，竹本拓治，2010年 9月，126−127ページ。
２３ ただし同融資の保証対象は竹本（2010）が提言したものより狭義であり，タイのアユタヤ県，パトゥム

タニ県や首都バンコク周辺で 2011年に発生した大洪水の被害に対し，その復旧及び事業活動を支援す
るためとしている。

２４ 本稿の趣旨からは離れるが「日本企業の進出支援を支えるインフラ的役割をもつ企業」に加え，同制度
では「日本ブランドを広める企業」等も同時に認定し，支援を行う対象とすべきだと筆者は考える。
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まずそのような役割を担う企業の認定を行う審査機関の設立を行う。その上で同審査

機関が認定を受けた企業が提出する事業計画書をもとに投融資審査機関が，認定企業に

対し改めてファイナンスに関する審査を行い，それぞれの事業内容に適した投融資を実

施する形をとる。第 4図はそのスキームを示している。

認定制度と投融資審査を別にする理由は，投融資に関し，その事業計画の性質などに

より資金用途（設備投資，運転資金，他）や事業計画のリスクの大小が異なるため，そ

れゆえ資金の拠出元の選択に自由度をもたせるためである。承認を受けた企業群にとっ

ても，自社の事業財務計画に適した機関から資金を受け入れるという自由度をもつ。

このように支援を行う対象をカテゴリ分けすることで，ただ中小，零細事業者まで幅

広く支援をするというものではなく，裾野産業の拡大，そして日本製品の広がりといっ

た，日本の国益に資するための，今以上により効率的で効果的なファイナンス支援策の

実行が可能になるのである。

第 3図 インフラ的産業従事者を含む広義の裾野産業

第 4図 日系中小企業等への金融支援スキームの提言
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